
伊 丹 市 上 下 水 道 局 広 報 等 広 告 掲 載 に 関 す る 要 領  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 伊 丹 市 上 下 水 道 局 が 発 行 す る 「 い た み の 上 下

水 道 」 及 び 「 水 道 ご 使 用 量 の お 知 ら せ 」 （ 以 下 、 「 広 報 等 」 と い

う 。 ） に 掲 載 す る 広 告 の 取 り 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の

と す る 。  

 （ 掲 載 の 範 囲 ）  

第 ２ 条  広 報 等 に 掲 載 で き る 広 告 は 、 上 下 水 道 局 の 広 報 等 と し て の

品 位 、 公 共 性 及 び 公 益 性 を 妨 げ な い も の で あ っ て 、 市 民 に 不 利 益

を 与 え な い 中 立 性 の あ る も の と し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る 広 告 を 除 く も の と す る 。  

⑴  法 令 又 は 条 例 若 し く は 規 則 等 に 違 反 し 、 又 は 抵 触 す る お そ れ

の あ る も の  

⑵  公 序 良 俗 に 反 し 、 又 は 反 す る お そ れ の あ る も の  

⑶  政 治 性 、 宗 教 性 の あ る も の  

⑷  社 会 問 題 に つ い て の 主 義 主 張 や 意 見 広 告  

⑸  個 人 の 氏 名 広 告  

⑹  社 員 等 の 人 材 募 集 広 告  

⑺  表 示 又 は 不 当 表 示 そ の 他 表 現 方 法 等 が 不 適 切 な も の  

⑻  あ た か も 本 市 上 下 水 道 局 が 推 奨 し て い る か の よ う な 誤 解 を

与 え る も の  

⑼  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 上 下 水 道 局 の 発 行 す る 広 報 等 に

掲 載 す る 広 告 と し て 管 理 者 が 適 当 で な い と 認 め る も の  

 （ 広 告 の 大 き さ と 掲 載 位 置 ）  

第 ３ 条  広 告 の 大 き さ は 、 次 の い ず れ か と す る 。  

⑴  １ 種 広 告  広 報 紙 「 い た み の 上 下 水 道 」  

左 右 １ １ ３ ミ リ メ ー ト ル 、 天 地 ４ ７ ミ リ メ ー ト ル  

⑵  ２ 種 広 告  広 報 紙 「 い た み の 上 下 水 道 」  

左 右 ２ ２ ８ ミ リ メ ー ト ル 、 天 地 ４ ７ ミ リ メ ー ト ル  

⑶  ３ 種 広 告  「 水 道 ご 使 用 量 の お 知 ら せ 」 裏 面  



左 右 ８ ５ ミ リ メ ー ト ル 、 天 地 ６ ０ ミ リ メ ー ト ル  

２  広 告 の 掲 載 位 置 は 、 そ れ ぞ れ の 広 告 の 所 管 課 長 が 決 定 す る 。  

（ 掲 載 料 金 ）  

第 ４ 条  広 告 の 掲 載 料 金 は 、 １ 件 当 た り そ れ ぞ れ 次 の と お り と す る 。 

⑴  １ 種 広 告  ４ ０ ， ０ ０ ０ 円 （ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 除 く ）  

⑵  ２ 種 広 告  ８ ０ ， ０ ０ ０ 円 （ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 除 く ）  

⑶  ３ 種 広 告 ３ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 （ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 除 く ）  

（ 広 告 の 募 集 ）  

第 ５ 条  広 告 掲 載 の 募 集 は 、 ホ ー ム ペ ー ジ 等 に よ り 公 募 す る も の と

す る 。  

 （ 掲 載 申 し 込 み ）  

第 ６ 条  広 告 を 掲 載 し よ う と す る 者（ 以 下「 申 込 者 」と い う 。）は 、

広 報 等 広 告 掲 載 申 込 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 広 告 案 を 添 え て 管 理 者 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  １ 種 広 告 、 ２ 種 広 告 に お い て 同 一 申 込 者 が 申 し 込 め る 広 告 は 、

広 報 １ 号 に つ き ２ 件 以 内 と す る 。  

３  ３ 種 広 告 に お い て は 、 広 告 枠 １ 件 と す る 。  

 （ 掲 載 決 定 ）  

第 ７ 条  管 理 者 は 、 前 条 の 申 込 書 を 受 け 付 け た と き は 、 速 や か に 広

告 案 の 内 容 を 審 査 し 、 掲 載 の 可 否 を 決 定 の 上 、 広 報 等 広 告 掲 載 許

可 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 申 込 者 に 通 知 し な け れ ば な ら

な い 。 た だ し 、 広 告 掲 載 可 否 は 、 申 込 者 が 多 数 の 場 合 、 抽 選 に よ

り 決 定 す る 。  

２  管 理 者 は 、 広 告 案 を 審 査 し た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め

る と き は 申 込 者 に 修 正 を 求 め る こ と が で き る 。  

 （ 広 告 の 版 下 作 成 及 び 費 用 ）  

第 ８ 条  申 込 者 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 広 告 掲 載 決 定 後 、 直 ち に 広 告

の 版 下 を 作 成 す る も の と す る 。  

２  １ 種 広 告 、 ２ 種 広 告 の 版 下 作 成 は 、 所 定 の 印 刷 会 社 に 依 頼 し な

け れ ば な ら な い 。  



３  広 告 の 版 下 費 用 は 、 申 込 者 の 負 担 と す る 。  

 （ 掲 載 料 金 の 納 入 ）  

第 ９ 条  申 込 者 は 、 管 理 者 の 定 め る 期 日 ま で に 上 下 水 道 局 の 発 行 す

る 納 付 書 に よ り 広 告 掲 載 料 金 を 一 括 納 入 す る も の と す る 。  

 （ 申 込 者 の 責 任 ）  

第 １ ０ 条  広 告 の 内 容 に 関 す る 責 任 は 、 申 込 者 が 負 う も の と す る 。 

 （ 広 告 掲 載 料 金 の 還 付 ）  

第 １ １ 条  広 告 掲 載 料 金 は 還 付 し な い 。 た だ し 、 上 下 水 道 局 の 都 合

に よ り 広 告 の 掲 載 が で き な く な っ た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

 （ 補 則 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 が 別

に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  第 ３ 条 及 び 第 ４ 条 の 改 正 に か か る 広 告 の 区 分 並 び に 掲 載 料 金

に つ い て は 平 成 ２ ６ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 適 用 す る も の と す る 。  

   付  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ９ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


